
ものづくり中小企業 IoT チャレンジ事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

  この事業は、県内中小製造業の生産性向上による競争力強化を図るため、IoT を活用し

たシステム・機器等を導入して実施する県内中小製造業者のモデル的な取組を支援する。 

 

第２ 事業の内容  

    この事業の事業実施主体、審査基準等は別表に掲げるとおりとする。 

 

第３ 事業の採択 

１ 本事業を希望する者は、事業計画認定申請書（様式１）に次に掲げる書類を添え

て、別に定める期日までに大分県知事（以下「知事」という。）に対して認定の申

請を行うものとする。 

２ 事業実施主体は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は

暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者でないことを確認するため、申請時に誓約書（様式３）を提出しな

ければならない。 

３ 知事は、事業内容を検討し、適当と認める時は、事業認定通知書（様式４）によ

り、通知するものとする。  

 

第４ 県の助成 

  知事は、予算の範囲内において、第３により採択された事業について、別に定めるも

のづくり中小企業 IoT チャレンジ事業費補助金交付要綱により助成するものとする。 

 

 附則 

   この要領は、令和元年度のものづくり中小企業 IoT チャレンジ事業から適用する。 

 



 別表 
 

 
事業実施主体 

 
審査基準 

 
補助率 

（補助限度額） 

生産性向上による競争力強化を図るため、IoT

を活用したシステム・機器等を導入して実施す

る県内中小製造業者 

 

 

①事業の背景・必要性 

②課題と解決方法 

③事業計画の妥当性 

④実施体制 

⑤事業のモデル性・ 

波及効果 

 

１／２以内 
（２５０万円） 

 

 

 
 
 
 

大分県中小企業活性化条例（平成２５年

大分県条例第１７号)第２条第１項に定め

るもの（発行済株式の総数又は出資金額の

総額の２分の１以上を同一の大企業が所

有する若しくは総額の３分の２以上を大

企業が所有する企業又は大企業の役員若

しくは職員を兼ねる者が役員総数の２分

の１以上を占める企業を除く。)のうち、日

本標準産業分類の大分類で製造業に分類

されるものをいう。 


